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各都道府県建設業協会会長 殿 

 
社団法人 全国建設業協会 
会 長 淺 沼 健 一   
〔 公 印 省 略 〕  

 

建設業法施行規則等の一部を改正する省令の施行について 

 

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は本会の活動に対しまし

て、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、建設業法第 40 条の規定により建設業者が建設工事の現場に掲げること

とされている標識等について、その大きさを縮小することとし、平成 23 年 12

月 27 日付で建設業法施行規則等の一部を改正する省令が公布施行されました。

これに関して、別紙の通り国土交通省より周知方依頼がございました。 

つきましては、貴会所属会員企業に周知いただきたくお願い申し上げます。 

 

以上 

（担当：事業部事業企画課 吉田） 














